
令和８年度 トップアスリート等活用事業実施要項 

１ 目 的 

千葉県体育・スポーツ振興条例に則り、競技力向上と地域スポーツの好循環を創出するため、  

オリンピック・パラリンピック選手やプロスポーツ選手、国民体育大会（国民スポーツ大会）等で

活躍したトップアスリート（監督、コーチ、アスレティックトレーナー等を含む）を講師として  

体育・スポーツ関係団体の活動に派遣することにより、選手強化事業の成果を地域スポーツに還元

するとともに、更なるスポーツ振興を図る。 
 

２ 主 催 

千葉県競技力向上推進本部（以下「推進本部」という。） 

事務局：千葉県環境生活部 スポーツ・文化局 競技スポーツ振興課 競技スポーツ班内 

Tel：０４３－２２３－４１０４ Mail：kyougi4104@pref.chiba.lg.jp 
 

３ 派遣先 

県内の学校、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、その他推進本部が認めた団体（以下  

「団体」という。）の活動とし、営利を目的とする事業は除く。 

派遣申請が多数あった場合、主催者において派遣先の優先順位を決定する。 

（①初めて実施の団体 ②実施数の少ない市町村 ③一昨年度実施団体 ④昨年度実施団体） 

※③④に該当する団体については、調整の関係で８月以降の実施希望のみ受付いたします。 

 実施できない場合もございますので、御承知おきください。 
 

４ 内容等 

（１）団体の活動に講師を派遣し技術指導・デモンストレーション・体験談講話等を実施する。 

（２）講師は原則としてオリンピック・パラリンピック選手やプロスポーツ選手、国民体育大会（国

民スポーツ大会）等の参加経験を有し、本事業の目的に賛同した者とする。 

（３）１日の派遣につき２時間程度を原則とする。 

（４）１団体あたりの派遣人数は３名以内を原則とする。（対象の人数により調整） 

（５）活動計画及び当日の進行は団体が企画運営する。活動計画詳細について団体が講師に事前  

連絡し、講師の役割、服装、会場・用具準備等に遺漏ないように努める。 
 

５ 経費及び経費の対象 

（１）講師の報償費・保険料は推進本部が負担する。 

（２）必要な用具・消耗品等は、原則として派遣を希望する団体が準備する。 

（３）その他推進本部が認めるもの。 
 

６ 事故対応 

派遣した講師については推進本部が加入する傷害保険の範囲で対応し、講師以外の参加者等に  

ついては派遣先の団体の責任において対応する。 
 

７ 派遣手続き 

  ◇メールにて事務局へエントリーシートを送付する。確認後、担当よりご連絡致します。 

申込〆切：令和８年６月～７月実施希望の場合     ➡ 令和８年４月２４日（金） 

     令和８年８月～令和９年２月実施希望の場合 ➡ 令和８年５月２９日（金） 
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①メール申込（エントリーシート） 派遣依頼 

別紙（派遣講師登録用紙） 

派遣依頼文発送 

④様式２（報告書・郵送） 

事業実施後１週間以内 

報償費支給 

②様式１（申請書） 

③実施計画（案）※メール提出 

講師派遣決定メール 


